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Ｒ７建築一貫構造計算プログラムの期間保守サービス契約

支出負担行為担当官
九州地方整備局長
森田　康夫
〒８１２－００１３　福岡市博多区博多駅東２－１０－７　福岡第二合同庁舎７階

令和　７年　４月　１日

ユニオンシステム株式会社
大阪府大阪市中央区谷町６－１－１６　ナルカワビル３階
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随意契約理由書

１.件  名：Ｒ７建築一貫構造計算プログラムの期間保守サービス契約 

２.納入場所：九州地方整備局 

３.契約の相手方：名 称 ユニオンシステム株式会社

住 所 大阪市中央区谷町 6-1-16 ナルカワビル３F 

電 話 ０６－６７６８－９３３８ 

４．随意契約適用法令    会計法第２９条の３第４項及び 

予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 

５．当該契約の目的・内容及び随意契約に付する理由 

１）当該契約の目的 

 現在使用している建築一貫構造計算プログラム（SuperBuild/SS7、 

以下 SS7 という）を最適な性能で維持することにより、営繕業務の適 

正な品質確保に資することを主な目的とする。 

２）当該契約の内容 

当該契約は、SS7 の期間保守サービス契約(メンテナンス契約)であ

る。 

３）随意契約に付する理由 

SS7 は、営繕事業の企画段階での構造計画、既存施設の改修計画の

概略検討、外注設計業務の構造計算結果の妥当性の確認等の目的で使

用している。また、構造計算書偽装問題への対応として、改正建築士

法により構造計算書の確認の厳格化が求められたことにより、外注設

計業務の審査強化を行う必要がある。 

これらの業務を適正に実施するには、現在導入している SS7 を最新

の状態で維持する必要があるが、SS7 は随時改正される建築基準法関

係法令及び構造関係基準等に迅速に対応するため、頻繁にバージョン

アップを行っている。このことから、最新のプログラムを使用するに

は期間保守サービス契約（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）

が必要であるが、このサービスを提供できるのは SS7 の開発業者であ

る、上記業者に限られている。

このため、本契約は会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会

計令第１０２条の４第３号により、ユニオンシステム株式会社と随意

契約を締結するものである。 

営繕部 整備課長


